
組 織 体 と 文 書 料 紙

一 幕 府 代 官 所 作 成 文 書 を 事 例 に －

大 藤 修

個 人 的 な 用 件 で 文 書 を 作 成 す る 際 に は 、 ど の よ う な 紙 質 ・ 形
状 の 紙 を 用 い 、 ど の よ う な 書 式 で 記 す か は 、 当 時 の 社 会 的 慣 例
に 従 い つ つ も 、 そ こ に 自 己 の 裁 量 を 働 か せ る こ と も 可 能 で あ る 。
し か し な が ら 、 組 織 体 の 一 員 と し て 文 書 を 作 成 す る 場 合 、 あ る
い は 公 的 な 組 織 体 に 公 式 文 書 を 提 出 す る 場 合 に は 、 そ の 組 織 体
が 定 め た 用 紙 （ 料 紙 ） を 使 用 し 、 所 定 の 書 式 に 則 っ て 書 く こ と
が 求 め ら れ る 。 各 自 が ま ち ま ち の 用 紙 、 書 式 で も っ て 文 書 を 作
成 し た の で は 、 組 織 体 の 業 務 遂 行 や 文 書 の 保 存 管 理 に 支 障 を き
た す し 、 組 織 体 の 正 規 の 文 書 で あ る こ と を 明 示 し え な い か ら で
あ る 。 そ れ 故 、 ど の よ う な 組 織 体 で あ れ 、 機 構 を 整 備 、 確 立 す
る に 伴 い 、 業 務 に 関 わ っ て 作 成 す る 文 書 の 用 紙 と 書 式 を 定 め 、
文 書 の 保 存 管 理 の あ り 方 も 規 則 化 す る の で あ る 。

こ の こ と は 、 近 代 の 組 織 体 で あ れ 、 前 近 代 の 組 織 体 で あ れ 、
同 様 で あ る 。 否 、 前 近 代 の 方 が 、 明 文 化 さ れ て い よ う と い ま い
と 、 文 書 の 用 紙 や 書 式 は よ り 細 か に 規 則 化 さ れ て い た 。 近 代 に
は 洋 紙 媒 体 の 文 書 が 一 般 化 し 、 か っ 身 分 制 度 も な く な っ た の で 、
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身 分 格 式 や 職 階 に よ っ て 文 書 の 用 紙 や 書 式 を 使 い 分 け る こ と
は な く な っ た の に 対 し 、 日 本 の 前 近 代 の 文 書 に 用 い ら れ た 和 紙
は 種 類 が 多 く 、 し か も 文 書 の 発 給 者 や 受 給 者 の 身 分 格 式 や 職 制
上 の 地 位 、 あ る い は 用 途 な ど に よ っ て 、 料 紙 と 書 式 が 複 雑 に 使
い 分 け ら れ て い た の で あ る 。 し が た っ て 、 文 書 の 様 式 や 料 紙 を
分 析 す る 際 に は 、 そ の 時 代 の 一 般 的 な 特 質 と と も に 、 組 織 体 固
有 の あ り 方 に も 目 を 向 け な く て は な る ま い 。 つ ま り 、 文 書 の 様
式 論 や 料 紙 論 に も 組 織 体 論 の 観 点 を 導 入 す る 必 要 が あ る と い
う こ と で あ る 。 前 近 代 の 文 書 に つ い て は 、 加 え て 身 分 論 の 観 点
も 求 め ら れ る 。

以 上 の 観 点 か ら 、 本 小 論 で は 、 近 世 の 幕 府 代 官 所 作 成 文 書 の
料 紙 を 主 た る 事 例 に 検 討 し て み た い 。

II 

地 方 書 と し て 名 高 い 『 牧 民 金 鑑 』 （ 1 ） は 、 幕 府 代 官 荒 井 清 兵
衛 顕 道 の 編 纂 に な り 、 嘉 永 6 年 （ 1 8 5 3 ) 7 月 に 完 成 し て い
る 。 本 書 は 代 官 の 執 務 の 手 引 き と す る た め に 編 纂 さ れ た も の で 、
代 官 の 執 務 上 の 心 得 に つ い て の 諭 達 や 執 務 事 項 に 関 す る 法 令
が 収 め ら れ て い る 。 そ の 第 二 「 諸 伺 書 j の 項 目 に 、 弘 化 元 年 （ 1 

8 4 4 ） 正 月 付 け で 代 官 1 0 名 の 連 名 で 勘 定 所 に 上 申 し た 「 役
所 用 紙 位 下 之 義 ニ 付 伺 書 」 と 題 さ れ た 文 書 が み え る 。 内 容 は 、

「 此 度 諸 向 御 入 用 ニ 付 料 紙 位 下 候 趣 ニ 市 、 私 共 役 所 ニ お ゐ て 相
用 候 紙 類 も 、 享 保 度 御 入 用 御 定 後 追 々 高 直 ニ も 相 成 候 間 」 、 勘
定 所 に 提 出 す る 文 書 の 料 紙 の 品 位 を 下 げ た い 旨 、 伺 い を 立 て た
も の で 、 文 書 の 種 類 ご と に 従 来 の 料 紙 と 変 更 案 を 記 し て い る 。
そ れ に 対 し 勘 定 組 頭 が 同 年 9 月 付 け で 付 札 で も っ て 回 答 し た

( 2 ） 。 付 札 は 文 書 の 上 部 に 貼 っ た 付 築 で 、 下 位 の 者 か ら 差 し 出
さ れ た 伺 書 や 願 書 に 対 し 上 位 者 が 回 答 す る と き に 用 い る 。 伺 い
か ら 回 答 ま で 期 間 が 開 い て い る の は 、 勘 定 所 内 部 で 協 議 し 、 勘
定 奉 行 の 決 裁 を 得 て 回 答 し た か ら で あ ろ う （ 老 中 に も 伺 い 、 指
示 を 仰 い だ か も し れ な し づ 。 従 来 の 料 紙 、 代 官 が 伺 い を 立 て た
料 紙 の 変 更 案 、 そ れ に 対 す る 勘 定 組 頭 の 回 答 を 一 覧 表 に し て お
こ う （ 3 ） 。
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幕 府 代 官 所 で 作 成 し 勘 定 所 に 提 出 す る 文 書 の 料 紙

文 書 の 種 類 従 来 の 料 紙 弘 化 元 年 代 官 勘 定 所 の 回 答

伺 の 料 紙 変 更

案
郷 帳 上 西 の 内 紙 下 西 の 内 紙 伺 之 通

御 取 箇 帳 上 西 の 内 紙 下 西 の 内 紙 ｛可 之 通

村 鑑 帳 上 西 の 内 相 紙 是 迄 通 ｛可 之 通

勘 定 帳 灰 汁 打 厚 程 村 紙 上 西 の 内 紙 伺 之 通

御 勘 定 等 控 御 力日 印 上 西 の 内 紙 下 西 の 内 紙 伺 之 通

之 方

動 方 書 付 ※ 1 帖 銀 2 5 匁 位 の 大 ※ 1 帖 銀 1 4 5Jlj 段 可 被 中目 伺 候

障 子 匁 位 の 大 障 子

動 方 明 細 帳 八 寸 紙 美 濃 紙 伺 之 通

御 物 成 納 払 明 細 帳 八 寸 紙 美 濃 紙 伺 之 通

御 普 請 出 来 形 帳 八 寸 紙 半 紙 伺 之 通

着 衣 書 物 置 証 文 井 厚 程 村 紙 延 程 村 紙 伺 之 通

御 金 手 形

員 数 判 物 当 証 文 上 西 の 内 紙 美 濃 紙 並 西 之 内 可 被 相 用 候

定 免 切 替 伺 美 濃 紙 半 紙 伺 之 通

定 免 検 見 仕 訳 書 美 濃 紙 大 半 紙 蔵 半 紙 可 被 中日 用 候

諸 運 上 冥 加 被 伺 書 美 濃 紙 大 半 紙 伺 之 通

高 国 郡 訳 帳 美 濃 紙 大 半 紙 伺 之 通

高 国 郡 村 名 帳 西 の 内 最長 美 濃 紙 並 西 之 内 可 被 相 用 候

手 付 手 代 姓 名 帳 西 の 内 紙 ・ 短 冊 美 濃 紙 大 半 紙 差 出 候 ニ 不 及 候 、 尤 美

濃 紙 短 冊 計 可 差 出 候

諸 伺 井 米 金 手 形 写 大 半 紙 ・ 短 冊 美 濃 紙 半 紙 諸 伺 写 は 大 半 紙 ニ 而 被

差 出 、 米 金 手 形 写 は 半

紙 可 被 相 用 候

半 切 書 上 物 糊 入 半 切 紙 （ 諸 願 書 ） 半 紙 都 而 駿 河 半 紙 可 被 相 用

候 、 尤 上 紙 ニ 不 及 候

諸 御 届 井 其 時 限 仕 駿 河 半 切 紙 （ そ の 他 ） 大 半 紙 （ 通 物 ） 伺 之 通 相 心 得 、 冊 物 は

訳 書 等 之 類 半 紙 （ 冊 物 ） 都 而 竪 帳 ニ 可 被 致 侯

典 拠 弘 化 元 年 正 月 「 役 所 用 紙 位 下 之 義 ニ 付 伺 書 」 （ 『 牧 民 金 鑑 』 上 巻 、 西 国 書 店 、

1 9 6 9 年 、 1 6 0 ー 1 6 4 頁 ） 。



※ 1  0 ヶ 年 以 前 は l 帖 銀 1 4 匁 位 の 大 障 子 を 用 い て い た が 、 近 年 は 2 5 匁 位 の 品 を 用

い て い る の で 、 以 前 に 復 す 。

表 示 の よ う に 、 帳 簿 ・ 書 付 の 種 類 ご と に 料 紙 が 定 ま っ て い た
の で あ る （ 4 ） 。 料 紙 の 品 位 は 文 書 の 重 要 度 を 示 し て い よ う 。 変
更 案 の 料 紙 の 品 位 を 勘 案 す る と 、 従 来 の 料 紙 で は 勘 定 帳 に 用 い
ら れ た 灰 汁 打 厚 是正 材 紙 が 最 上 級 で 、 以 下 、 厚 程 村 紙 → 上 西 の 内
相 紙 → 上 西 の 内 紙 → 西 の 内 紙 → 八 寸 紙 → 美 濃 紙 → 大 半 紙 → 糊
入 半 切 紙 ・ 駿 河 半 切 紙 の 順 と な る 。 『 牧 民 金 鑑 』 の 「 諸 伺 書 」
の 項 に は 、 勘 定 所 に 提 出 す る 文 書 の 雛 形 も 収 録 さ れ て い る 。 ま
た 『 地 方 凡 例 録 』 の 「 諸 帳 面 寸 法 之 事 」 が 引 用 さ れ て い る が （ 5 ） 、
そ れ に よ る と 、 郷 帳 、 勘 定 帳 、 勤 方 帳 、 村 鑑 大 概 帳 な ど の 重 要
帳 簿 は 寸 法 と 綴 じ 方 も 指 定 さ れ て お り 、 そ れ 以 外 の 折 々 に 提 出
す る 諸 帳 面 に つ い て は 寸 法 の 定 め な し と な っ て い る 。

代 官 所 が 勘 定 所 に 提 出 す る 文 書 の 料 紙 を 変 更 す る に 当 た り
伺 い を 立 て た こ と は 、 と り も な お さ ず 、 上 位 の 役 所 に 提 出 す る
文 書 の 料 紙 は そ の 指 示 に 従 う こ と を 義 務 づ け ら れ て い た か ら
に ほ か な ら な い 。 「 諸 御 届 井 其 時 限 仕 訳 書 等 之 類 」 に つ い て 、
代 官 た ち は 以 後 、 「 逼3 物山 」 （ 一 紙 物 ） は す べ て 大 半 紙 、 「 冊 物 」
は 半 紙 を 用 い て 表 紙 を 付 け ず 、 そ れ 以 外 の 案 文 等 の 料 紙 に つ い
て は そ の 時 々 に 指 図 を 受 け る よ う に し た い と 伺 っ て お り 、 そ れ
に 対 し 勘 定 奉 行 は 「 伺 之 通 相 心 得 、 冊 物 は 都 而 竪 帳 ニ 可 被 致 候 j
と 回 答 し て い る 。 定 期 的 に 提 出 す る 文 書 の 料 紙 と 形 態 が 指 示 さ
れ て い る だ け で な く 、 臨 時 に 提 出 す る 文 書 の 料 紙 も 勘 定 所 の 指
示 を 仰 が な く て は な ら な か っ た の で あ る 。

以 上 の よ う に 、 上 位 の 役 所 に 提 出 す る 文 書 の 料 紙 の 種 類 と 形
態 、 書 式 は そ の 指 示 に 従 っ て い た の で あ り 、 そ う す る こ と に よ
っ て 幕 府 と い う 組 織 体 の 業 務 の 統 一 性 と 体 系 性 が 保 た れ て い
た の で あ る 。 も し 各 々 の 代 官 所 が ま ち ま ち の 料 紙 、 形 態 、 書 式
で も っ て 文 書 を 作 成 し 、 勘 定 所 に 提 出 し た な ら ば 、 勘 定 所 の 業
務 と 文 書 の 保 存 管 理 に 支 障 を き た す こ と は 必 然 で あ る 。 組 織 体
の 業 務 が 文 書 主 義 で な さ れ る よ う に な っ た 段 階 で は 、 文 書 の 料
紙 、 形 態 、 書 式 を 定 め る こ と は 組 織 管 理 に と っ て 不 可 欠 の 要 件
と な る の で あ る 。

先 の 代 官 伺 書 で は 、 代 官 所 限 り で 使 用 す る 文 書 や 管 轄 下 の
村 々 に 下 達 す る 文 書 に つ い て は 記 さ れ て い な い が 、 そ れ ら に つ



い て は 、 お そ ら く 、 各 々 の 代 官 所 に お い て 独 自 に 料 紙 の 種 類 と
形 態 、 書 式 を 定 め る こ と が 許 さ れ て い た た め で あ ろ う 。 上 位 の
役 所 に 提 出 す る 文 書 で な け れ ば 、 各 役 所 が 独 自 に そ れ ら を 定 め
た と し て も 幕 府 全 体 の 業 務 に 支 障 を き た す わ け で は な い 。 そ れ
ぞ れ の 役 所 と し て 統 一 性 が 保 た れ て い れ ば よ い の で あ る 。 し た
が っ て 、 文 書 の 料 紙 の 種 類 や 形 態 、 書 式 に つ い て 検 討 す る 際 に
は 、 そ れ を 定 め た 主 体 は 何 か 、 と い う 点 を 押 さ え て お く 必 要 が
あ る 。

m 

と こ ろ で 、 代 官 が 伺 い を 立 て た 文 書 の う ち 半 切 書 上 物 に つ い
て は 、 「 私 共 身 分 ニ 付 諸 願 候 届 書 は 糊 入 半 切 、 其 外 は 都 市 駿 河
半 切 上 包 な し 」 （ 下 線 、 引 用 者 ） と い う 但 し 書 き が 付 さ れ て い
る 。 代 官 の 諸 願 書 に 糊 入 紙 （ 普 通 、 杉 原 紙 を 指 す ） の 半 切 紙 （ 横
半 分 に 切 っ た 紙 ） を 、 そ れ 以 外 の 届 書 に 駿 河 半 紙 （ 駿 河 産 の 三
極 原 料 の 半 紙 ） の 半 切 紙 を 、 そ れ ぞ れ 用 い る の は 、 代 官 と い う

「 身 分 j に 応 じ て い た わ け で あ る 。
藤 田 覚 氏 の 研 究 （ 6 ） で は 、 幕 臣 や 大 名 が 幕 府 に 提 出 す る

伺 書 ・ 願 書 ・ 届 書 は 、 料 紙 の 種 類 と 形 態 、 書 式 お よ び 封 紙 に 用
い る 料 紙 の 種 類 と 封 式 な ど が 幕 府 に よ っ て 指 定 さ れ て い た こ
と が 明 ら か に さ れ て い る 。 そ れ に よ る と 、 本 紙 に つ い て は 、 幕
臣 は 程 村 紙 を 使 用 す る こ と が 圧 倒 的 に 多 く 、 西 の 内 紙 も 若 干 み
ら れ る の に 対 し 、 大 名 の 場 合 は そ れ よ り も 高 級 の 奉 書 紙 を 用 い
て い る 。 幕 府 お 抱 え の 医 師 で も 、 小 普 請 支 配 の 医 師 か ら 若 年 寄
支 配 の 奥 詰 医 師 に 昇 進 す る と 、 提 出 す る 願 書 類 の 料 紙 の 種 類 と
書 式 も 変 わ り 、 奉 書 紙 を 用 い る よ う に な っ て い る 。 こ の よ う に 、
幕 府 に 提 出 す る 同 種 の 文 書 で あ っ て も 、 身 分 格 式 に よ っ て 所 定
の 料 紙 に 格 差 が つ け ら れ て い た の で あ る 。

ま た 、 周 知 の よ う に 、 江 戸 幕 府 の 将 軍 発 給 文 書 に は 大 高 檀 紙
が 、 老 中 ・ 若 年 寄 ・ 側 用 人 ・ 側 衆 ら の 発 給 文 書 に は 奉 書 紙 が 、
そ れ ぞ れ 用 い ら れ て い た 。 対 し て 大 目 付 発 給 文 書 の 料 紙 は 、 奉
書 紙 よ り 紙 質 が 劣 り 、 薄 い （ 7 ） 。 つ ま り 、 料 紙 に よ っ て 発 給 者
の 地 位 の 格 差 を 視 覚 化 し て い た わ け で あ る 。
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諸 藩 の 役 所 限 り で 使 用 す る 文 書 や 自 領 の 村 ・ 町 に 下 達 す る 文
書 、 お よ び 村 ・ 町 の 役 人 が 藩 に 提 出 す る 文 書 に つ い て は 、 そ れ
ぞ れ の 藩 が 独 自 に 料 紙 の 種 類 と 形 態 、 書 式 を 定 め て い た 。 藩 の
役 人 や 村 ・ 町 の 役 人 が 作 成 し た 文 例 集 が 多 く 伝 存 し て い る の は 、
所 定 の 料 紙 を 用 い 、 所 定 の 書 式 に 則 っ て 文 書 を 作 成 し な け れ ば
な ら な か っ た か ら で あ る 。

文 書 料 紙 の 色 を 定 め て い た 例 も み ら れ る 。 例 え ば 、 長 州 藩 の
公 的 文 書 の 料 紙 は 薄 黄 色 、 対 し て 支 藩 の 徳 山 藩 の そ れ は 薄 赤 色
で あ る （ 山 口 県 文 書 館 所 蔵 の 毛 利 家 文 庫 と 徳 山 毛 利 家 文 庫 に よ
る ） 。 組 織 体 と し て の ア イ デ ン テ ィ テ ィ と 発 給 文 書 の 正 規 性 を
料 紙 の 色 に よ っ て 表 示 し て い た わ け で あ る 。 盛 岡 藩 と 支 藩 八 戸
藩 で は 家 老 発 給 の 証 文 に 、 そ れ ぞ れ 赤 褐 色 と 薄 め の 赤 褐 色 の 染
紙 を 使 用 し て い た 例 も 検 出 さ れ て い る （ 8 ） 。

村 ・ 町 の 役 人 が 幕 府 や 藩 に 提 出 す る 文 書 の 料 紙 の 種 類 、 形 態 、
書 式 は 上 か ら の 指 示 に 従 っ て い た が 、 村 ・ 町 の 内 部 で 使 用 す る
文 書 の そ れ は 村 ・ 町 が 独 自 に 定 め て い た と 思 わ れ る 。 例 え ば 、
村 ・ 町 の 役 人 の 御 用 留 や 日 記 を み て も 、 そ の 料 紙 の 種 類 、 形 態 、
書 式 、 記 録 す る 内 容 な ど は 村 ・ 町 に よ っ て 異 な っ て い て も 、 同
一 の 村 ・ 町 で は 一 定 し て い る の が 通 例 で あ る （ た だ し 、 時 期 に
よ る 変 化 は あ る ） 。 ま た 、 各 家 の 日 記 、 冠 婚 葬 祭 関 係 の 帳 簿 、
各 種 経 営 帳 簿 な ど の 料 紙 の 種 類 と 形 態 、 書 式 は 家 ご と に 定 ま っ
て い る 例 が 多 い 。 な か で も 商 家 や 豪 農 の 家 で は 種 々 の 経 営 帳 簿
が 作 成 さ れ て お り 、 そ の 用 途 や 重 要 度 に よ っ て 料 紙 の 種 類 と 形
態 、 綴 じ 方 が 使 い 分 け ら れ て い る （ 9 ） 。

以 上 、 組 織 体 論 と 身 分 論 の 観 点 か ら 、 近 世 文 書 の 料 紙 に つ い
て 少 し く 論 じ て み た が 、 こ の ほ か 、 男 女 に よ っ て 文 書 料 紙 に 差
異 は 認 め ら れ る か ど う か 、 言 い 換 え れ ば 文 書 料 紙 に ジ ェ ン ダ ー
性 は 反 映 し て い る か ど う か 、 と い う 点 も 検 討 課 題 と な ろ う 。
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く 注 〉

( 1 ) 西 田 書 店 よ り 1 9 6 9 年 に 復 刊 。

( 2 ) 「 登 一 郎 」 の 通 称 で 回 答 し て い る が 、 「 柳 営 補 任 J （ 『 大
日 本 近 世 史 料 』 東 京 大 学 出 版 会 ） を 調 べ る と 、 こ の 通 称
の 役 人 は 当 時 勘 定 組 頭 で あ っ た 小 高 登 一 郎 の み で あ る 。

な お 、 通 称 の み で 回 答 し て い る の は 、 上 司 の 場 合 、 苗
字 を 記 さ な く て も 配 下 の 役 人 に は 誰 か わ か る か ら で あ り 、
尊 大 な 書 式 で あ っ た 。 近 世 に は 、 差 出 人 と 受 取 人 の 表 記
を 露 首 字 （ 苗 字 を 全 部 記 す ） 、 片 苗 字 （ 百 字 の う ち 一 字 の
み 記 す ） 、 無 首 字 に す る か で 礼 の 厚 薄 を 示 し て い た が 、 こ
れ に つ い て は 拙 稿 「 無 苗 字 ・ 片 苗 字 ・ 諸 苗 字 J （ 『 日 本 歴
史 』 第 7 0 4 号 、 2 0 0 7 年 ） を 参 照 さ れ た い 。

( 3 ) こ れ に つ い て は 拙 稿 「 近 世 文 書 論 序 説 一 近 世 文 書 の 特
質 と そ の 歴 史 的 背 景 に つ い て の 素 描 － （ 中 ） 」 （ 『 史 料 館
研 究 紀 要 』 第 2 3 号 、 1 9 9 2 年 ） で 検 討 し た こ と が あ
る が 、 少 し く 付 言 あ る い は 訂 正 し て 再 論 し て み た い 。

( 4 ) 幕 府 代 官 所 で 作 成 し 勘 定 所 に 提 出 す る 諸 帳 簿 に つ い
て は 、 大 野 瑞 男 「 幕 府 勘 定 所 勝 手 方 記 録 の 体 系 一 幕 府
財 政 史 料 の 類 型 論 序 説 （ そ の ー ） （ そ の 二 ） （ そ の 三 ） J 

（ 『 史 料 館 研 究 紀 要 』 第 5 、 6 、 7 号 、 1 9 7 2 、 7

3 、 7 4 年 ） で 、 史 料 学 的 考 察 が な さ れ て い る 。 そ れ
ぞ れ の 帳 簿 が ど の よ う な 内 容 ・ 性 格 の も の か に つ い て
は 、 大 野 氏 の 論 考 を 参 照 さ れ た い 。

( 5 ) 『 牧 民 金 鑑 』 上 巻 、 1 6 4 ～ 1  6 5 頁 。

( 6 ) 藤 田 覚 「 近 世 幕 政 文 書 の 史 料 学 的 研 究 」 （ 『 東 京 大 学
史 料 編 纂 所 報 』 第 2 4 号 、 1 9 8 9 年 ） 。

( 7 ) 前 掲 「 近 世 文 書 論 序 説 （ 中 ） 」 。 本 論 文 で は 、 江 戸 幕 府
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の 将 軍 ・ 老 中 発 給 文 書 の 料 紙 の 種 類 ・ 大 き さ ・ 厚 さ と
形 態 、 書 式 、 折 り た た み 方 な ど を 検 討 し 、 併 せ て 室 町
幕 府 将 軍 発 給 文 書 、 豊 臣 秀 吉 発 給 文 書 と 江 戸 幕 府 将 軍
発 給 文 書 、 お よ び 室 町 幕 府 奉 行 人 奉 書 と 江 戸 幕 府 老 中
奉 書 、 そ れ ぞ れ の 系 譜 関 係 に つ い て 考 察 を 加 え て い る 。

( 8 ) 大 島 晃 一 「 盛 岡 藩 の 染 紙 文 書 」 （ 『 岩 手 史 学 研 究 』 第 7
7 号 、 1 9 9 4 年 ） 、 同 「 八 戸 藩 の 染 紙 文 書 J （ 『 岩 手
史 学 研 究 』 第 7 8 号 、 1 9 9 5 年 ） 。

( g. ) 拙 稿 「 近 世 文 書 論 序 説 一 近 世 文 書 の 特 質 と そ の 歴 史 的
背 景 に つ い て の 素 描 － （ 上 ） J （ 『 史 料 館 研 究 紀 要 』 第 2
2 号 、 1 9 9 1 年 ） で 、 信 州 松 代 藩 の 御 用 達 商 人 で あ っ
た 八 田 家 伝 来 文 書 を 事 例 に 、 帳 簿 の 形 態 論 的 検 討 を 行 っ
て い る 。
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